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２０１０年第２回定例会・反対討論（６・２１） 
 

 私は、日本共産党を代表して、各委員長報告に対して討論を行います。 

初に、議第４１号・平成２２年度大分市一般会計補正予算（第１号）につ

いてです。 

今回の補正予算には、「セントポルタビル地下駐輪場整備事業」の建設、管

理などで１億８６００万円、同事業の駐輪場借上料の債務負担行為が２０年

間で３億１２００万円が計上されております。その他の費用も含めて、この

駐輪場整備事業の総事業費は６億８６５２万円にもなります。 

大型店の利益第一の出店・撤退は、商店・商店街に甚大な影響を与えてい

ます。こうしたなか、商店・商店街の発展のための対策は重要な課題です。

その一つとして中心市街地に駐輪場をつくることは、商店街にも、利用者に

も歓迎されるものであり、『大分市自転車等駐車場整備計画』にもとづいて、

駐輪場を整備することに反対するものではありません。また放置自転車の解

消をとおして、きれいな街、障害者にもやさしい街となっていく一助となる

ことにも同意できます。 

しかし、今回提案されている「セントポルタビル地下駐輪場整備事業」に

は、いくつかの問題点があります。 

第１に、「セントポルタビル地下駐輪場整備事業」は、『大分市自転車等駐

車場整備計画』にもとづいてすすめるとされています。しかし、５月に策定

した『整備計画』に、今回予算計上されている事業は記述されていません。

計画にない事業を、関係者から要望を受けたからと事業をすすめるならば、

市長のいう「公正、公平な行政」とは相容れないと思います。また中心市街

地および大分駅周辺における公共の整備方針では、昭和通り交差点、中央通
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り地下、国道１０号地下の３ヵ所で１８６０台、大分駅周辺で２６００台が

あげられているだけです。事業の提案と『整備計画』に整合性がありません。

そのため、執行部の説明に一貫性がありません。とりわけ、建設常任委員会

では「将来、有料化も考えられる」という説明までされています。 

第２に、セントポルタビルそばの若草公園駐輪場は４０％～５０％台の利

用率です。大分駅前東駐輪場１４０％、大分駅前駐輪場１３０％、ふないア

クアパーク駐輪場１２０％に比べて、非常に利用者が少ないことがうかがえ

ます。このすくそばに、１０００台も収容できる駐輪場を建設しても、それ

にみあう利用者があるとは考えられません。また「利用されるように誘導す

る」という説明もありましたが、誘導して利用させるような駐輪場整備に疑

問があります。 

 第３に、「ドアツウドア」という自転車の特性からみて、１０００台の大型

駐輪場より、例えば１００台の駐輪場を必要な場所に１０ヵ所つくるほうが、

有効だと思います。 

 第４に、先にも述べましたが、「将来は有料化」ということになれば、利用

する人は激減することは必至であり、放置自転車の増加につながりかねませ

ん。 

 第５に、財政上の問題です。補正予算で、突如として予算計上がされまし

たが、設備投資や借地費用が妥当であるか、契約の更新が不可能な場合や不

測の事態での撤去費用など、疑問が残ります。また雇用対策、子どもや高齢

者施策など、急がれる課題があるともいますが、この規模で、提案の事業を

いますぐ実施する必要があるかということもあります。 

 以上のことを考慮するならば、今回決定するのではなく、もっと関係者の

意見もよく聞いて、検討・決定しても遅くないと思います。 
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以上の理由で、議第４１号・平成２２年度大分市一般会計補正予算（第１

号）に、現時点では賛成はできません。 

 

つぎに、報第１号・専決処分した事件の承認について（平成２１年度大分

市一般会計補正予算（第５号））については、事業の確定にともなう係数の処

理などが主な内容となっています。 

歳出・第８款土木費・４項都市計画費に、１００ｍ道路や庄の原佐野線な

どの幹線道路見直しを求める住民の要求にこたえていないことなど、住民の

十分な納得と合意の得られていない大分駅南公共団体区画整理事業費に１０

０万円が計上されています。こうした事業は縮小などをおこなうべきであり、

これらにかかわる歳入、繰越明許費、地方債補正も認められません。また、

メリットの少ない横尾公共団体区画整理事業費は、財源の組み換えがされて

います。 

１０款教育費・６項保健体育費・８目学校給食共同調理場費に、（仮称）西

部共同調理場建設事業について、減額ですが補正されています。東部共同調

理場、（仮称）西部共同調理場建設の目的は、行政改革アクションプランの一

貫であり、こどもたちを行革の犠牲にすることは許されません。『総合計画』

における根拠・位置づけでも、「思いやる豊かな心と生きがいをはぐくむまち

づくりのため、豊かな人間性の創造、学校教育の充実」としていますが、こ

のこととも整合性がなく、とても理解できるものではありません。 

また、野津原の小学校を組み込むことは、小学校給食は自校方式という方

針にも反するものです。 

さらに、食育の一貫として、子どもたちへ学校給食を提供することが望ま

しいと考える立場からもはずれています。学校給食食材に地元の新鮮な野菜
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の提供など、地産地消の立場を後退させざるをえない懸念があります。 

加えて、災害時や食中毒の発生などの危機管理体制からも、大型共同調理

場は、問題があると考えます。 

 以上の理由で、報第１号・専決処分した事件の承認について（平成２１年

度大分市一般会計補正予算（第５号））に反対します。 

 

 なお、議第５１号・大分市学校給食調理場設置条例の一部改正について、

報第１号・専決処分した事件の承認について（平成２１年度大分市一般会計

補正予算（第５号））の第１０款・教育費と同じ理由で反対します。 

 

 つぎに、報第１６号・専決処分した事件の承認について（大分市国民健康

保険税条例の一部改正について）です。 

 今回の改定は、医療分と後期高齢者医療制度支援分の最高限度額を引き上

げることと、いわゆる非自発的失業者に対する国保税の減免措置などです。 

非自発的失業者への国保税の減免には賛成するものです。同時に、離職票

がない人に対しても、市独自の減免の対応をするように要望しておきます。 

さて最高限度額の引き上げは、先の第１回定例会で、国民健康保険税を加

入者一人当たり平均で２６８１円の値上げが行なわれたことと関連した提案

であります。前年度に続き、１年間に１億５千万円の一般会計からの繰り入

れがおこなわれますが、市民生活支援と福祉対策から考慮するならば、さら

なる対応が求められると考えます。また公共料金の値上げは、他の物価にも

影響することなども考慮に入れるべきです。 

 以上の理由から、報第１６号・専決処分した事件の承認について（大分市

国民健康保険税条例の一部改正について）に反対します。 
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 つぎに、請願・陳情についてです。 

平成２１年・陳情第６号・大分市立小中学校図書館の充実を求める陳情に

ついて、委員長報告は不採択であります。 

平成１９年度から市内小・中学校８８校に４４名の図書館支援員を配置し、

児童・生徒の読書活動や学習活動を支え、学校図書館が徐々に活性化し、蔵

書の活用も増加傾向にありました。しかし２校に１人の配置では、その活動

は週２日にとどまり、この制度の価値が十分果たされておらず、改善の要望

もだされていました。 

この陳情は、市内すべての小中学校に学校図書館支援員を配置すること、

当面、大規模校から優先的に専任の支援員として、その機能充実などを求め

たものであります。昨年９月市議会に陳情され、審議されてきました。 

現在大分市では、学校図書館法でいう司書教諭は、１２学級以上の学校に

配置されていますが、ほとんどが専任できないために、学校図書館の運営に

支障をきたしています。とりわけ、規模の大きい学校では蔵書数も多く、把

握・管理・運営に時間が足りない状況が続いています。児童・生徒とかかわ

る時間をもつためにも、本来なら専任の学校司書の配置が強く求められてい

ますが、これができないいま、図書館支援員の役割は重要であります。 

こどもの読みたい意欲を触発すること、教師の授業づくりをサーポートす

ること、夏休み、冬休みなどの長期休業中も、学年・クラスをこえて、子ど

もたちが集い、語り合い、意見表明できる場所が学校図書館です。また、ネ

ット社会のなかで、子どもたちがメディアを批判的に読み取る力をつけてい

くことも重要な要素となっています。 

以上のことから、図書館支援員を全校に段階的配置することは、児童・生
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徒、関係者の切実な要求であり、不採択にすることは認められません。 

よって平成２１年・陳情第６号・大分市立小中学校図書館の充実を求める

陳情の不採択に反対します。 

 以上で討論を終わります。 

http://www3.city.oita.oita.jp/kaigiroku/cgi-bin2/GetText3.exe?fy7zdfjat1q9xclf8a/H190319A/25856/10/1/1/%93%A2%98%5F/0#hit1#hit1

